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(57)【要約】
【課題】装着し忘れを防止して健康増進に寄与すること
のできる動作情報測定装置とその装着し忘れ防止支援方
法及びプログラムを提供する。
【解決手段】動作情報測定装置１０は、利用者の動きに
応じた情報を検出する検出部１により検出される情報に
基づいて利用者の動作を解析し、この解析結果に基づい
て、利用者が睡眠を終了して移動を始めたタイミングを
検知し、このタイミングに同期して報知部７を作動させ
て利用者に報知を行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の動きに応じた情報を検出する検出部と、
　前記利用者が睡眠状態か否かを判定する睡眠状態判定部と、
　前記睡眠状態判定部により前記利用者が睡眠状態であると判定された後に前記利用者が
移動を始めたタイミングを、前記検出部によって検出される情報に基づいて検知するタイ
ミング検知部と、
　前記タイミングに同期して前記利用者に報知を行う報知部と、を備える動作情報測定装
置。
【請求項２】
　請求項１記載の動作情報測定装置であって、
　前記睡眠状態判定部は、前記検出部により検出される情報に基づいて前記利用者が睡眠
状態か否かを判定し、
　前記タイミング検知部は、前記検出部によって検出される情報に基づく前記利用者の活
動度が、前記睡眠状態であると判定された期間における値よりも閾値以上大きい値に変化
し、かつ、前記変化した時点における時刻が既定時刻に達している場合に、前記利用者が
移動を始めたと判定する動作情報測定装置。
【請求項３】
　請求項２記載の動作情報測定装置であって、
　前記タイミング検知部によって検知された前記タイミングにおける時刻の履歴によって
前記既定時刻を決める時刻決定部を更に備える動作情報測定装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の動作情報測定装置であって、
　前記睡眠状態であると判定されたときの前記利用者の睡眠期間に関するデータを記憶す
る記憶部を更に備え、
　前記タイミング検知部は、前記睡眠状態判定部によって睡眠状態か否かの判定ができな
い場合に、前記記憶部に記憶されているデータに基づく過去の起床時刻以降に前記利用者
が移動したタイミングを前記検出部により検出される情報に基づいて検知し、当該タイミ
ングを、前記利用者が睡眠状態になった後に移動を始めたタイミングとして検知する動作
情報測定装置。
【請求項５】
　利用者の動きに応じた情報を検出する検出部を有する動作情報測定装置が、前記利用者
が睡眠状態か否かを判定するステップと、
　前記利用者が睡眠状態であると判定した後、前記動作情報測定装置が、前記利用者が移
動を始めたタイミングを前記検出部により検出される情報に基づいて検知するステップと
、
　前記動作情報測定装置が、前記検知されたタイミングに同期して前記利用者に報知を行
うステップと、を備える動作情報測定装置の装着し忘れ防止支援方法。
【請求項６】
　請求項５記載の装着し忘れ防止支援方法の各ステップをコンピュータに実行させるため
の装着し忘れ防止支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動作情報測定装置とその装着し忘れ防止支援方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、加速度センサ及び角速度センサ等の体の動きを検出する動き検出センサを用いる
ことにより、人の行動（歩行、走行、階段昇降、睡眠等）を識別したり、活動度（体動量
、歩数、歩行距離、消費カロリー等）を測定したりすることのできる装置の開発が盛んで
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ある。本明細書では、行動種別と活動度の情報を総称して動作情報ともいう。
【０００３】
　このような装置は、利用者に動作情報を提示することで、利用者の健康管理意欲を促進
するものであり、毎日継続的に使用することが望まれる。しかしながら、装置を毎日忘れ
ずに使用することは難しく、使用をつい忘れてしまうことがある。また、使用を忘れるこ
とが続くと、装置が全く使用されなくなってしまうことも懸念される。
【０００４】
　特許文献１には、歩行を検出してから一定期間、歩行の検出がなされなかったときにブ
ザーを鳴らして報知することで、装着し忘れを防止する歩数計が記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、設定した時刻になるとブザーを鳴らして使用を促すことで、使用忘れ
を防ぐ健康機器が記載されている。
【０００６】
　特許文献３には、装着し忘れ防止に関するものではないが、ジョギングによる歩数デー
タの計測を行うモードの起動中は、メロディ音を出力することで、そのモードの実行中で
あることを知らせる歩数計が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－３２１０９２号公報
【特許文献２】特開平１１－１７８７９８号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ２０１０／０８２６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の歩数計は、しばらく歩行が検出されない場合に利用者に報知するこ
とで装着し忘れを防止するものであり、報知がなされている時間に利用者が外出している
ようなケースでは、利用者は装着し忘れに気づくことはできない。
【０００９】
　特許文献２に記載の健康機器は、設定時刻になると報知を行うものであるため、報知が
なされている時間に利用者が外出しているようなケースでは、利用者は使用忘れに気づく
ことはできない。
【００１０】
　特許文献３に記載の歩数計は、装着し忘れ防止については考慮されていない。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、装着し忘れを防止して健康増進に寄
与することのできる動作情報測定装置とその装着し忘れ防止支援方法及びプログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の動作情報測定装置は、利用者の動きに応じた情報を検出する検出部と、前記利
用者が睡眠状態か否かを判定する睡眠状態判定部と、前記睡眠状態判定部により前記利用
者が睡眠状態であると判定された後に前記利用者が移動を始めたタイミングを、前記検出
部によって検出される情報に基づいて検知するタイミング検知部と、前記タイミングに同
期して前記利用者に報知を行う報知部と、を備えるものである。
【００１３】
　本発明の動作情報測定装置の装着し忘れ防止支援方法は、利用者の動きに応じた情報を
検出する検出部を有する動作情報測定装置が、前記利用者が睡眠状態か否かを判定するス
テップと、前記利用者が睡眠状態であると判定した後、前記動作情報測定装置が、前記利
用者が移動を始めたタイミングを前記検出部により検出される情報に基づいて検知するス
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テップと、前記動作情報測定装置が、前記検知されたタイミングに同期して前記利用者に
報知を行うステップと、を備えるものである。
【００１４】
　本発明の動作情報測定装置の装着し忘れ防止プログラムは、前記装着し忘れ防止支援方
法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、装着し忘れを防止して健康増進に寄与することのできる動作情報測定
装置とその装着し忘れ防止支援方法及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための動作情報測定装置１０の概略構成を示すブ
ロック図である。
【図２】図１に示す動作情報測定装置１０における制御部２の機能ブロック図である。
【図３】動作情報測定装置１０の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】図１に示す動作情報測定装置１０の制御部２の変形例である制御部２Ａの機能ブ
ロック図である。
【図５】制御部２を制御部２Ａに変更した動作情報測定装置１０の動作を説明するための
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための動作情報測定装置１０の概略構成を示す
ブロック図である。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための動作情報測定装置１０の概略構成を示す
ブロック図である。動作情報測定装置１０利用者の体に装着されて使用される。
【００２０】
　動作情報測定装置１０は、検出部１と、全体を統括制御する制御部２と、操作部４と、
フラッシュメモリやＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記憶媒体を含む記
憶部５と、各種情報を表示するための表示部６と、報知部７と、を備える。
【００２１】
　検出部１は、動作情報測定装置１０が装着された利用者の体の動きに応じた情報を検出
するものであり、体動検出部１１と、高度検出部１２と、を備える。
【００２２】
　体動検出部１１は、動作情報測定装置１０が装着された利用者の体の動き（加速度、角
速度等）を検出するものであり、加速度センサ及び角速度センサ等の各種センサと、各種
センサから出力された信号を処理する信号処理部とを含む。体動検出部１１は少なくとも
１つのセンサとこのセンサからの信号を処理する信号処理部を含んでいればよい。
【００２３】
　高度検出部１２は、気圧センサを含み、気圧センサの検出信号を処理して、動作情報測
定装置１０が装着されている部位の高度を検出する。なお、高度検出部１２は省略しても
よい。動作情報測定装置１０の装着部位の高度は、利用者の動き（例えば、階段昇降）に
よって変化する。したがって、この高度の情報も、動作情報測定装置１０を装着した部位
の動きに応じた情報となる。
【００２４】
　制御部２は、記憶部５のＲＯＭに記憶されたプログラムを実行するプロセッサを主体に
構成される。
【００２５】
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　操作部４は、制御部２に各種指示を入力するためのデバイスであり、ボタンや表示部６
に搭載されたタッチパネル等により構成される。
【００２６】
　記憶部５は、検出部１によって検出された情報を記憶したり、動作情報測定装置１０の
動作に必要な情報を記憶したりする。
【００２７】
　報知部７は、音、光、及び振動等で利用者への報知を行うためのものであり、スピーカ
、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、バイブレータ等のデバイスに
より構成される。
【００２８】
　図２は、図１の動作情報測定装置１０の記憶部５に記憶されたプログラムをプロセッサ
が実行することにより制御部２によって実現される機能ブロックを示す図である。
【００２９】
　図２に示すように、制御部２は、動作解析部２０と、タイミング検知部２１と、報知制
御部２２と、を備える。
【００３０】
　動作解析部２０は、検出部１によって検出された情報に基づいて利用者の動作を解析し
、解析して得た動作情報（解析結果）を記憶部５に記憶する。この動作情報には、動作情
報測定装置１０が装着された利用者の動作種別（睡眠中、移動中、食事中等）及び利用者
の活動度（体動量、歩数等）の情報が含まれる。
【００３１】
　動作解析部２０は、検出部１によって検出された情報に基づいて、利用者が睡眠状態か
否かを判定する動作解析を行う。動作解析部２０は、検出部１によって検出された情報に
基づいて利用者が睡眠状態か否かを判定する睡眠状態判定部として機能する。
【００３２】
　睡眠状態か否かは、検出部１により検出される情報のうち、加速度や加速度から算出さ
れる指標（寝返り角度、体の向き、体動量など）に基づいて判定することができる。睡眠
状態の判定方法としては、例えば特開２００５－１２４８５８号公報に記載がある。
【００３３】
　タイミング検知部２１は、検出部１により検出される情報に基づいて、利用者が睡眠状
態であると判定された後に移動を始めたタイミング（以下、活動開始タイミングという）
を検知する。
【００３４】
　タイミング検知部２１は、動作解析部２０によって生成された利用者の睡眠期間（睡眠
状態と判定されている期間）における活動度の値（例えば睡眠期間の一定期間における活
動度の平均値等で示される代表値）を求め、この値（第一の活動度という）と、動作解析
部２０によって生成された最新の活動度（第二の活動度という）とを比較し、第二の活動
度が第一の活動度よりも閾値以上大きい値に変化した場合に、利用者が睡眠を終了して移
動を始めたと判定する。
【００３５】
　報知制御部２２は、タイミング検知部２１によって検知された活動開始タイミングに同
期して報知部７を作動させて利用者に報知を行う。具体的には、電子メロディ音や“今日
も１日頑張りましょう”等の音声メッセージをスピーカから出力させたり、バイブレータ
を振動させたりして報知を行う。
【００３６】
　以上のように構成された動作情報測定装置１０の動作について説明する。
【００３７】
　図３は、動作情報測定装置１０の動作を説明するためのフローチャートである。
【００３８】
　電源がオンされると、検出部１による情報の検出が開始され、検出された情報に基づい
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て制御部２が動作解析を開始し、解析の結果得られた動作情報が記憶部５に記憶されてい
く（ステップＳ１）。
【００３９】
　制御部２は、記憶部５に記憶された動作情報に基づいて、利用者が睡眠中か否かを判定
し（ステップＳ２）、睡眠中であればステップＳ３の処理を行う。
【００４０】
　ステップＳ３において、制御部２は、検出部１により検出された情報に基づいて生成し
た最新の活動度と、睡眠期間における一定期間の利用者の活動度の平均値とを比較し、最
新の活動度が平均値より閾値以上大きい値に変化した場合（ステップＳ３：ＹＥＳ）に、
利用者が睡眠を終了して移動を始めたと判定し、活動開始タイミングを検知する（ステッ
プＳ４）。
【００４１】
　ステップＳ４の後、制御部２は、報知部７を作動させて利用者に報知を行い（ステップ
Ｓ５）、ステップＳ２に処理を戻す。
【００４２】
　以上のように、動作情報測定装置１０によれば、これを装着する利用者が睡眠を行った
後、起床して移動を始めたタイミングで報知部７による報知がなされる。つまり、利用者
が動作情報測定装置１０を装着していれば、１日の活動開始のタイミングで必ず報知がな
されることになる。これにより、利用者は、動作情報測定装置１０からの報知が習慣付け
られることになり、起床して活動を開始した時に報知がない場合には、装着し忘れに気づ
くことが可能となる。
【００４３】
　動作情報測定装置１０は、利用者の睡眠期間の終了をもって活動開始タイミングを検知
するため、利用者の１日の活動開始を正確に検知することができる。また、動作情報測定
装置１０によれば、ステップＳ３で設定する閾値を大きな値に設定しておくことで、寝返
り等で活動度が大きくなった場合に報知がなされてしまうのを防ぐことができ、利用者負
担を軽減することができる。また、利用者が特別な操作を行うことなく、利用者の行動パ
ターンに合わせて自動的に報知がなされるため、利用者負担を軽減することができる。
【００４４】
　なお、動作解析部２０は、動作情報測定装置１０が利用者の体に装着されていなくても
、利用者が睡眠状態か否かを判定することは可能である。例えば、動作情報測定装置１０
を寝具の枕元においておき、この寝具の動きを介して利用者の体動を体動検出部１１によ
って検出することで、利用者が睡眠状態にあるか否かを判定することができる。この場合
は、利用者が起床してから動作情報測定装置１０を体に装着し、この状態で移動を始めた
ときに、報知部７から報知がなされることになる。
【００４５】
　図４は、図１に示す動作情報測定装置１０の制御部２の変形例である制御部２Ａの機能
ブロック図である。
【００４６】
　制御部２Ａは、タイミング検知部２１をタイミング検知部２１Ａに変更し、時刻決定部
２３を追加した点を除いては、制御部２と同じ構成である。制御部２Ａの各機能ブロック
は、記憶部５のＲＯＭに格納されたプログラムを実行することで構成されるものである。
【００４７】
　タイミング検知部２１Ａは、タイミング検知部２１と同様に第一の活動度と第二の活動
度とを比較する。そして、第二の活動度が第一の活動度よりも閾値以上大きい値に変化し
、かつ、この変化した時点における時刻が既定時刻に達している場合に、利用者が睡眠を
終了して移動を始めたと判定する。
【００４８】
　時刻決定部２３は、タイミング検知部２１Ａによって検知された活動開始タイミングに
おける時刻、すなわち、利用者の起床時刻の履歴に基づいて既定時刻を決定する。
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【００４９】
　例えば、時刻決定部２３は、利用者の過去一定期間の起床時刻のうち朝の起床時刻の平
均時刻を算出し、この平均時刻を既定時刻とする。
【００５０】
　なお、タイミング検知部２１Ａによって活動開始タイミングが複数回検知されていない
状態では、既定時刻として予め決めた値（例えば午前７時等）を設定しておき、その後、
活動開始タイミングが複数回検知された時点で、時刻決定部２３により既定時刻を更新す
るようにすればよい。
【００５１】
　図５は、制御部２を制御部２Ａに変更した動作情報測定装置１０の動作を説明するため
のフローチャートである。図５において図３と同じ処理には同一符号を付して説明を省略
する。
【００５２】
　ステップＳ３の判定がＹＥＳのとき、制御部２Ａは、その時点における時刻と既定時刻
を比較し、ステップＳ３の判定がＹＥＳとなった時点における時刻が既定時刻に達してい
る場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）にステップＳ４以降の処理を行う。制御部２Ａは、ス
テップＳ３の判定がＹＥＳとなった時点における時刻が既定時刻よりも前の時刻であれば
（ステップＳ１０：ＮＯ）、利用者の一時的な移動と判断して、ステップＳ２に処理を戻
す。
【００５３】
　以上のように、制御部２を制御部２Ａに変更した動作情報測定装置１０によれば、動作
情報測定装置１０を装着した利用者が就寝してから夜中にトイレのため起きて移動する等
、就寝中に利用者が一時的に移動を始めた場合でも、時刻が既定時刻に達していなければ
報知部７による報知はなされない。このため、利用者に不快感を与えることがない。また
、既定時刻として朝の起床時刻を設定しておくことで、利用者が昼寝をしているような場
合には報知がなされることはなく、１日の活動開始タイミングでのみ報知を行うことが可
能となる。
【００５４】
　また、制御部２Ａを含む動作情報測定装置１０によれば、利用者の起床パターンによっ
て既定時刻が自動的に決まるため、利用者に意識させることなく、寝ている間の報知や昼
寝後の報知を防止する効果を得ることができる。
【００５５】
　ここまでの説明では、利用者が睡眠状態であるか否かを、検出部１によって検出される
情報に基づいて動作解析部２０が判定するものとした。しかし、睡眠状態か否かの判定は
、外部機器からの情報に基づいて行ってもよい。
【００５６】
　例えば、寝具の動きから体動を間接的に検出し、検出した体動によって睡眠状態を管理
することのできる睡眠管理装置と動作情報測定装置１０とを通信可能に構成する。利用者
は、寝るときに睡眠管理装置を利用すると共に、動作情報測定装置１０については体に装
着したり、テーブルにおいたりする。
【００５７】
　そして、動作情報測定装置１０の動作解析部２０は、睡眠管理装置から睡眠中であるこ
とを示す情報を受信した場合に、動作情報測定装置１０の利用者が睡眠状態であると判定
し、睡眠管理装置から睡眠中であることを示す情報を受信していない場合に、利用者が睡
眠状態ではないと判定する。
【００５８】
　このように、睡眠管理装置と連携して睡眠状態の判定を行うことで、動作情報測定装置
１０の処理を簡素化することができ、コスト削減が可能となる。
【００５９】
　なお、動作情報測定装置１０が、検出部１の情報に基づいて睡眠状態の判定を行う構成
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では、利用者が睡眠状態か否かを判定することができない場合がある。
【００６０】
　例えば、動作情報測定装置１０がテーブルに置かれていた場合は、検出部１により検出
される情報はほとんど変化しない。このため、利用者が寝ているのか、利用者が起きてい
るのかの判定を行うことができない。
【００６１】
　このように、動作解析部２０が、利用者が睡眠状態か否かを判定することができない場
合に対応した動作情報測定装置１０の構成について以下に説明する。
【００６２】
　動作情報測定装置１０の記憶部５には、動作解析部２０の解析結果が記憶される。つま
り、動作解析部２０によって１度でも利用者が睡眠状態であることが判定されていれば、
記憶部５には、利用者の１日の睡眠期間に関するデータが少なくとも記憶される。
【００６３】
　タイミング検知部２１は、動作解析部２０により、利用者が睡眠状態であるか否かの判
定ができない場合に、記憶部５に記憶されているデータに基づく利用者の過去の起床時刻
を判定する。そして、タイミング検知部２１は、この起床時刻以降に利用者が移動したタ
イミングを動作解析部２０による解析結果（例えば活動度の大きさ）によって検知し、当
該タイミングを、利用者が睡眠を終了して移動を始めたタイミングとする。
【００６４】
　この構成によれば、動作情報測定装置１０が寝具から離れた場所に置かれた状態で、利
用者が就寝し、その後、普段起きている時刻に起床して動作情報測定装置１０を装着して
移動すると、動作情報測定装置１０の報知部７から報知がなされることになる。この構成
により、動作情報測定装置１０を装着しないで寝てしまった場合でも、利用者が睡眠を終
了して移動を始めたタイミングを検知することが可能となる。
【００６５】
　ここまで説明してきた制御部２，２Ａの各機能ブロックによる処理ステップをコンピュ
ータに実行させるためのプログラムとして提供することもできる。このようなプログラム
は、当該プログラムをコンピュータが読取可能な一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔ
ｏｒｙ）記録媒体に記録される。
【００６６】
　このような「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－ＲＯＭ）等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む
。また、このようなプログラムを、ネットワークを介したダウンロードによって提供する
こともできる。
【００６７】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００６８】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００６９】
　開示された動作情報測定装置は、利用者の動きに応じた情報を検出する検出部と、前記
利用者が睡眠状態か否かを判定する睡眠状態判定部と、前記睡眠状態判定部により前記利
用者が睡眠状態であると判定された後に前記利用者が移動を始めたタイミングを、前記検
出部によって検出される情報に基づいて検知するタイミング検知部と、前記タイミングに
同期して前記利用者に報知を行う報知部と、を備えるものである。
【００７０】
　開示された動作情報測定装置は、前記睡眠状態判定部が、前記検出部により検出される
情報に基づいて前記利用者が睡眠状態か否かを判定し、前記タイミング検知部は、前記検
出部によって検出される情報に基づく前記利用者の活動度が、前記睡眠状態であると判定
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る時刻が既定時刻に達している場合に、前記利用者が移動を始めたと判定するものである
。
【００７１】
　開示された動作情報測定装置は、前記タイミング検知部によって検知された前記タイミ
ングにおける時刻の履歴によって前記既定時刻を決める時刻決定部を更に備えるものであ
る。
【００７２】
　開示された動作情報測定装置は、前記睡眠状態であると判定されたときの前記利用者の
睡眠期間に関するデータを記憶する記憶部を更に備え、前記タイミング検知部は、前記睡
眠状態判定部によって睡眠状態か否かの判定ができない場合に、前記記憶部に記憶されて
いるデータに基づく過去の起床時刻以降に前記利用者が移動したタイミングを前記検出部
により検出される情報に基づいて検知し、当該タイミングを、前記利用者が睡眠状態にな
った後に移動を始めたタイミングとして検知するものである。
【００７３】
　開示された動作情報測定装置の装着し忘れ防止支援方法は、利用者の動きに応じた情報
を検出する検出部を有する動作情報測定装置が、前記利用者が睡眠状態か否かを判定する
ステップと、前記利用者が睡眠状態であると判定した後、前記動作情報測定装置が、前記
利用者が移動を始めたタイミングを前記検出部により検出される情報に基づいて検知する
ステップと、前記動作情報測定装置が、前記検知されたタイミングに同期して前記利用者
に報知を行うステップと、を備えるものである。
【００７４】
　開示された動作情報測定装置の装着し忘れ防止支援プログラムは、前記装着し忘れ防止
支援方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【符号の説明】
【００７５】
１　検出部
２，２Ａ　制御部
７　報知部
１０　動作情報測定装置
２０　動作解析部
２１，２１Ａ　タイミング検知部
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